
 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年第２回 

多 摩 市 議 会 定 例 会 議 案 

 

 

 

 

 

 

 

多 摩 市 

 

  



多摩市告示第１９号  

 

 令和元年第２回多摩市議会定例会を下記のとおり招集する。  

  令和元年５月２９日  

                 多摩市長   阿  部  裕  行  

 

記  

 

１  日 時    令和元年６月１３日（午前１０時）  

 

２  場 所    多摩市役所議場  

 

  



報告第１号

一般会計 （単位：円）

国都支出金 地方債 その他

03 01 925

民生費 社会福祉費 （仮称）都営住宅合築
福祉施設整備事業 358,000,000 128,462,000 76,667,000 205,129,000 205,128,536 464 464 464 0 0 0

10 02 579

教育費 小学校費 小学校施設整備事業
（西落合小学校改修工
事）

1,087,300,000 360,000,000 242,000,000 602,000,000 484,100,000 117,900,000 117,900,000 117,900,000 0 0 0

10 03 607

教育費 中学校費 中学校施設整備事業
（聖ヶ丘中学校改修工
事）

936,500,000 356,793,000 0 356,793,000 0 356,793,000 356,793,000 20,116,000 97,277,000 239,400,000 0

10 05 931

教育費 社会教育費 多摩市立図書館本館再
整備事業（図書館本館
再整備基本・実施設計
業務委託料）

162,900,000 48,800,000 0 48,800,000 45,300,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 0 0 0

10 06 900

教育費 保健体育費 総合体育館及び屋外体
育施設管理運営費（諏
訪北公園庭球場壁打ち
改修工事監理業務委託
料）

540,000 100,000 0 100,000 0 100,000 100,000 100,000 0 0 0

10 06 900

教育費 保健体育費 総合体育館及び屋外体
育施設管理運営費（諏
訪北公園庭球場壁打ち
改修工事）

9,701,000 3,800,000 0 3,800,000 0 3,800,000 3,800,000 3,800,000 0 0 0

2,554,941,000 897,955,000 318,667,000 1,216,622,000 734,528,536 482,093,464 482,093,464 145,416,464 97,277,000 239,400,000 0

多摩市長　 阿 部 裕 行

事業名
繰越金

翌年度
逓次繰越額

平成３０年度継続費予算現額 左の財源内訳

令和元年６月１３日提出

合計

 平成３０年度多摩市継続費繰越計算書

残額
支出済額

及び
支出見込額

款 項
予算計上額

前年度
逓次繰越額

特定財源
継続費
の総額 計
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報告第２号

（単位：円）

国都支出金 地　方　債 そ　の　他

485,699,000 483,099,000 0 82,224,000 317,100,000 0 83,775,000

900,000

67,200,000 0 5,958,0000

0 36,000

平成３０年度多摩市繰越明許費繰越計算書

款 項 事　　　　    業　　　　 　 名 金　　　額 翌年度繰越額
既収入特定財源

左　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

未　収　入　特　定　財　源　内　訳
一　般　財　源

令和元年６月１３日提出

１０

教育費

０３

中学校費

１０

教育費

０３

中学校費

６０７

中学校施設整備事業
（空調設備改修工事）

241,950,000 76,038,000241,950,000

37,900,000

６０７

中学校施設整備事業
（トイレ改修工事）

100,316,000 100,316,000

0 21,300,000 0 33,000

一般会計

合　　　　　　　　　　　計

0 36,812,000 129,100,000 0

０９

消防費 61,600,000 0 810,000

１０

教育費

０２

小学校費

５７９

小学校施設整備事業
（トイレ改修工事）

０１

消防費

５１０

消防施設器具管理経費
（第２分団器具置場改築工事）

65,010,000 62,410,000

53,323,000 53,323,000 15,387,000

27,158,000

0

00

900,000 0

５７９

小学校施設整備事業
（空調設備改修工事）

24,200,000 24,200,000 2,867,000

多摩市長　阿　部　裕　行

１０

教育費

０２

小学校費

0 0 0

１０

教育費

０５

社会教育費

９３１

多摩市立図書館本館再整備事業
（図書館本館再整備敷地測量業
務委託料）

900,000
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報告第３号

一般会計 （単位：円）

円 円 円 円 円 円 円 円

6,264,000 0 6,264,000 0 6,264,000 0 0 6,264,000

147,077,640 58,700,000 88,377,640 0 88,377,640 0 0 88,377,640

153,341,640 58,700,000 94,641,640 0 94,641,640 0 0 94,641,640

令和元年６月１３日提出

多摩市長　 阿 部 裕 行

03

都市計画
費

493

公園管理経費
（大谷戸公園複合
遊具改修工事）

既 収  入
特定財源

一般財源

合　　　計

03

都市計画
費

494

公園整備事業（多
摩東公園改修工
事）

08

土木費

款 項 事業名
支出負担
行 為  額 支   出

未済額

支出負担
行為予定額

翌年度
繰越額

平成３０年度多摩市事故繰越し繰越計算書

追加工事や
天候不良に
より、工事遅
延が生じたた
め

天候不良や
資材調達に
時間を要し、
工事遅延が
生じたため

説明

左の財源内訳

未 収  入
特定財源

左の内訳

支   出
済   額

08

土木費
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第４７号議案  
武道館・陸上競技場等改修工事の請負契約の締結についての議決

事項の一部変更について  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和元年６月１３日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
提案理由  
 平成３１年第１回多摩市議会定例会において議決を経た武道館・陸上競技場

等改修工事の請負契約の締結について、下記のとおり変更したいので、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年多摩市

条例第９号）第２条の規定により議会の議決に付する。  
 

記  
 
１ 工 事 件 名 武道館・陸上競技場等改修工事  
２ 契 約 の 相 手 方  東京都多摩市落川１２５１番地  

朝倉・イワヲ建設共同企業体  
株式会社朝倉組 代表取締役 朝倉泰成  

３ 契 約 金 額 変更前 金５５５，１２０，０００円  
          変更後 金５５９，８０６，０００円  
４ 契 約 の 方 法 一般競争入札（地方自治法第２３４条第１項適用）  
          
変更の理由     
 平成３１年３月１日以降に締結した工事に係る契約のうち、平成３０年度

公共工事設計労務単価を用いて予定価格を積算した工事の契約について、平成

３１年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、

契約金額を変更するものである。 

 

 9 
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第４８号議案  
陸上競技場グラウンド及び多摩東公園庭球場等改修工事の請負契

約の締結についての議決事項の一部変更について  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和元年６月１３日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
提案理由  
 平成３１年第１回多摩市議会定例会において議決を経た陸上競技場グラウン

ド及び多摩東公園庭球場等改修工事の請負契約の締結について、下記のとおり

変更したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例（昭和３９年多摩市条例第９号）第２条の規定により議会の議決に付する。  
 

記  
 
１ 工 事 件 名 陸上競技場グラウンド及び多摩東公園庭球場等改修工事  
２ 契 約 の 相 手 方  東京都多摩市落合六丁目１５番地６号  

多摩ニュー・日本体育建設共同企業体  
株式会社多摩ニュータウンサービス  
代表取締役 千田拓雄  

３ 契 約 金 額 変更前 金３５７，４８０，０００円  
          変更後 金３６２，５３５，６００円  
４ 契 約 の 方 法 一般競争入札（地方自治法第２３４条第１項適用）  
          
変更の理由     
 平成３１年３月１日以降に締結した工事に係る契約のうち、平成３０年度

公共工事設計労務単価を用いて予定価格を積算した工事の契約について、平成

３１年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、

契約金額を変更するものである。 
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第４９号議案  
聖ケ丘中学校改修工事の請負契約の締結についての議決事項の一

部変更について  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和元年６月１３日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
提案理由  
 平成３１年第１回多摩市議会定例会において議決を経た聖ケ丘中学校改修工

事の請負契約の締結について、下記のとおり変更したいので、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年多摩市条例第９

号）第２条の規定により議会の議決に付する。  
 

記  
 
１ 工 事 件 名 聖ケ丘中学校改修工事  
２ 契 約 の 相 手 方  東京都多摩市落川１２５１番地  

朝倉・イワヲ建設共同企業体 株式会社朝倉組  
代表取締役 朝倉泰成  

３ 契 約 金 額 変更前 金６１３，８００，０００円  
          変更後 金６１８，３４４，１００円  
４ 契 約 の 方 法 一般競争入札（地方自治法第２３４条第１項適用）  
 
変更の理由     
 平成３１年３月１日以降に締結した工事に係る契約のうち、平成３０年度

公共工事設計労務単価を用いて予定価格を積算した工事の契約について、平

成３１年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基

づき、契約金額を変更するものである。 
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第５０号議案  
   同報系防災行政無線更新工事の請負契約の締結について  
 上記の議案を次のとおり提出する。  
  令和元年６月１３日  
             提出者   多摩市長  阿  部  裕  行  
 
提案理由  
 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９

年多摩市条例第９号）第２条の規定により議会の議決に付する。  
 

記  
 
１ 工 事 件 名  同報系防災行政無線更新工事  
２ 契約の相手方  東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号  

協和エクシオ・三峰無線建設共同企業体  
３ 契 約 金 額  金５５７，１５０，０００円（税込）  
４ 契 約 の 方 法  一般競争入札（地方自治法第２３４条第１項適用）  
 
 
（参考）  
１  工 事 の 内 容  同報系防 災行政無 線アナロ グ屋外子 局のデジ タル化更

新工事  
２ 工 事 の 概 要  ⑴  既設アナログ屋外子局１０８局の無線装置、空中線、

鋼管柱等の撤去 

⑵  デジタル屋外子局（型式：ＥＣＦ－８５０２Ｔ／㈱

日立国際電気）１０７局の新設（アンサーバック機能

及び連絡通話器付） 

⑶  既 設デ ジタ ル 屋外 子 局６ 局の ア ンサ ー バッ ク機 能

及び連絡通話器付への換装 

⑷  上記に係る親局・操作卓（型式：ＥＣＦ－８０２３

／㈱日立国際電気）の調整  
３ 工 事 場 所  多摩市内  
４ 工 期  契約発効の翌日から令和３年３月１２日まで  
５ 財 源  一般財源  

（緊急防災・減災事業債を活用）  
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第５１号議案  
多摩市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて  

下記の者を、多摩市教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定によ

り、議会の同意を求める。  
令和元年６月１３日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 
提案理由  

多摩市教育委員会委員岩佐玲子氏は、令和元年６月３０日をもって任期が満

了するので、本案を提出する。  
 

記  
 

氏   名  住        所  生年月日  

岩佐 玲子  
東京都多摩市
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第５２号議案  
多摩市監査委員の選任につき同意を求めることについて  

下記の者を、多摩市監査委員（議員のうちから選任される者）に選任したい

ので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９６条第１項の規定により、

議会の同意を求める。  
令和元年６月１３日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 
提案理由  
 多摩市監査委員（議員のうちから選任される者）橋本由美子氏は、平成３１

年４月３０日をもって任期が満了したので、本案を提出する。  
 

記  
 

氏   名  住        所  生年月日  

橋本 由美子  
東京都多摩市
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第５３号議案 

市道路線の廃止について 

上記の議案を次のとおり提出する。 

令和元年６月１３日 

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行 

 

提案理由 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定により、下記

の路線を廃止する。 

 

 記 

廃止路線 

整理 
番号 

路 線 名 起点・終点 備  考 

１ ２－２２７号線 

起点 東寺方５２０番４地先 起点・終点地番

は認定当初の地

番である。 終点 東寺方５２１番３地先 
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令和元年度第２ブロック廃止路線図

案内図

① 2-227号線 

和田二十号 

終点

凡例

起点

和田二十一号 

東寺方四号 
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廃止路線土地所在図

縮尺 1/500 

① 2-227号線 

終点

凡例

起点

和田二十号 

和田二十一号 

東寺方四号 
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第５４号議案 

市道路線の認定について 

上記の議案を次のとおり提出する。 

令和元年６月１３日 

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行 

 

提案理由 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、下記の

路線を市道路線として認定する。 

 

 記 

認定路線 

整理 
番号 

路 線 名 起点・終点 備 考 

１ ２－２２７号線 
起点 東寺方５２０番４地先 

 

終点 東寺方５２１番２０地先 

２ ３－２６４号線 
起点 連光寺五丁目１２番６９地先 

 

終点 連光寺五丁目１２番６２地先 
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令和元年度第２ブロック認定路線図

案内図

① 2-227号線 

和田二十号 

終点

凡例

起点

和田二十一号 

東寺方四号 
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認定路線土地所在図

縮尺 1/1000 

① 2-227号線 

終点

凡例

起点

和田二十号 

和田二十一号 

東寺方四号 
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令和元年度第３ブロック認定路線図

案内図

終　　　点

凡　　例

起　　　点

② 3-264号線 

連光寺五丁目 
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認定路線土地所在図

縮尺 1/500 

② 3-264号線 

終点

凡例

起点

連光寺五丁目 
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第５５号議案  
多摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

に関する条例の一部を改正する条例の制定について  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和元年６月１３日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号 

 
多摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

に関する条例の一部を改正する条例  
 

多摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条

例（平成２７年多摩市条例第６０号）の一部を次のように改正する。  
「    

別表第２の３の項中  
⑴ 地方税関係情報であって規則で定めるもの  
⑵ 生活保護法に準じた外国人の保護に関する

情報であって規則で定めるもの  
 を  

  」  
「    
 生活保護法に準じた外国人の保護に関する情報

であって規則で定めるもの  
 に改める。  

  」  
附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 31 
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第５６号議案  
多摩市消防団条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和元年６月１３日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 

記  
 
多摩市条例第  号  
 

多摩市消防団条例の一部を改正する条例  
 
 多摩市消防団条例（昭和３９年多摩市条例第３７号）の一部を次のように改

正する。  
 第４条を次のように改める。  

（団員の種類及び定員）  
第４条 消防団員（以下「団員」という。）の種類は、次のとおりとする。  

⑴ 次号に掲げる団員以外の団員（以下「基本団員」という。）  
⑵ 特定の消防団活動に従事する団員（以下「機能別団員」という。）  

２ 団員の定員は、２３７人とする。  
第６条第２号ただし書中「ただし」の次に「、基本団員については」を加え、

「とする。」を削る。  
第１３条中「団員」を「基本団員」に改める。  
第１４条に次の１項を加える。  

６ 前各項に定めるもののほか、機能別団員の職務及び服務規律については、

市長が別に定める。  
附 則  

（施行期日）  
１ この条例は、公布の日から施行する。  

（非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正）  
２ 非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３８年多摩

市条例第１９号）の一部を次のように改正する。  
別表第１消防団の部中  
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「      
 団員  年額  ８０，２００円   を  
    」  
「      
 団員（基本団員）  年額  ８０，２００円  

 に改める。  
 団員（機能別団員）  年額  １５，０００円  
    」  

 

 34 



第５７号議案  
多摩市市税条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和元年６月１３日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 

記  
 
多摩市条例第  号 

 

多摩市市税条例の一部を改正する条例 

 
（多摩市市税条例の一部改正） 

第１条 多摩市市税条例（昭和４０年多摩市条例第１号）の一部を次のように

改正する。  
第３６条の２中第９項を第１０項とし、第８項を第９項とし、第７項を第

８項とし、第６項の次に次の１項を加える。  
７ 第１項又は第５項の場合において、前年において支払を受けた給与で所

得税法第１９０条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有

するものが、第１項の申告書を提出するときは、法第３１７条の２第１項

各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについては、施行規則で定

める記載によることができる。  
第３６条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」

に改め、同条第１項中「同項の」を「同項に規定する」に改め、同項第３号

を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。  
⑶ 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨  
第３６条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」  

に改め、同条第１項中「第２０３条の５第１項」を「第２０３条の６第１項」

に改め、「ならない者」の次に「又は法の施行地において同項に規定する公  
的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下  
この項において「公的年金等」という。）の支払を受ける者であって、扶養  
親族（控除対象扶養親族を除く。）を有する者若しくは単身児童扶養者であ  
る者」を加え、「同項の」を「所得税法第２０３条の６第１項に規定する」  
に、「同項に規定する公的年金等」を「公的年金等」に改め、同項第３号を  
同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。  
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⑶ 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨  
第３６条の３の３第２項中「第２０３条の５第２項」を「第２０３条の６

第２項」に改め、同条第４項中「第２０３条の５第５項」を「第２０３条の

６第６項」に改める。  
第３６条の４第１項中「によって」を「により」に、「同条第８項」を「

同条第９項」に、「第９項」を「第１０項」に、「においては」を「には」

に改める。  
附則第１５条の３に次の３項を加える。  

２ 東京都知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能

割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同条第

２項において準用する場合を含む。）又は法第４５１条第１項若しくは第

２項（これらの規定を同条第４項において準用する場合を含む。）の適用

を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国

土交通大臣の認定等（法附則第２９条の９第３項に規定する国土交通大臣

の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとす

る。  
３ 東京都知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車

税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附

則第１５条の５の規定により読み替えられた第８０条の７第１項の納期限

（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）後において知っ

た場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請

をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な

情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）によ

り国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国

土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請

をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る３輪以上の軽自動車につ

いて法附則第２９条の１１の規定によりその例によることとされた法第１

６１条第１項に規定する申告書を提出すべき当該３輪以上の軽自動車の取

得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。  
４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能

割の額は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算し

た金額を加算した金額とする。  
附則第１５条の３を附則第１５条の３の２とし、附則第１５条の２の次に

次の１条を加える。  
（軽自動車税の環境性能割の非課税）  
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第１５条の３ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用する場

合を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下こ

の条において同じ。）に対しては、当該３輪以上の軽自動車の取得が令和

元年１０月１日から令和２年９月３０日までの間（附則第１５条の７第３

項において「特定期間」という。）に行われたときに限り、第８０条第１

項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。  
附則第１５条の４の見出し中「環境性能割の」の次に「非課税及び」を加

え、同条中「対しては」の次に「、東京都における自動車税の環境性能割の

減免の例により」を加え、同条を同条第２項とし、同条に第１項として次の

１項を加える。  
 当分の間、第８０条の３の規定にかかわらず、東京都が地方税法第１４

８条第２項の規定により条例で定める自動車に相当するものとして市長が

定める３輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課さな

い。  
附則第１５条の７に次の１項を加える。  

３ 自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第８０条の５

（第２号に係る部分に限る。）及び前項の規定の適用については、当該軽

自動車の取得が特定期間に行われたときに限り、これらの規定中「１００

分の２」とあるのは、「１００分の１」とする。  
附則第１６条中「附則第３０条」を「附則第３０条第１項」に改め、「指

定」の次に「（次項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。

）」を加え、同条に次の３項を加える。  
２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に

対する第８２条の規定の適用については、当該軽自動車が平成３１年４月

１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和２年４

月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。  
第２号ア（イ）  ３，９００円  １，０００円  
第２号ア（ウ）ａ  ６，９００円  １，８００円  
 １０，８００円  ２，７００円  
第２号ア（ウ）ｂ  ３，８００円  １，０００円  

 37 



 ５，０００円  １，３００円  
３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６条第１項第  

３号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリ  
ン軽自動車」という。）のうち３輪以上のものに対する第８２条の規定の  
適用については、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２  
年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分  
の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日  
から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令  
和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規  
定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  
第２号ア（イ）  ３，９００円  ２，０００円  
第２号ア（ウ）ａ  ６，９００円  ３，５００円  
 １０，８００円  ５，４００円  
第２号ア（ウ）ｂ  ３，８００円  １，９００円  
 ５，０００円  ２，５００円  

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のう

ち３輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第

８２条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月

１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令

和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。  
第２号ア（イ）  ３，９００円  ３，０００円  
第２号ア（ウ）ａ  ６，９００円  ５，２００円  
 １０，８００円  ８，１００円  
第２号ア（ウ）ｂ  ３，８００円  ２，９００円  
 ５，０００円  ３，８００円  
附則第１６条の２を次のように改める。  
（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例）  

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以上の

軽自動車が前条第２項から第４項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽

自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（
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法附則第３０条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項

において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。  
２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があること

を第８３条第２項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長され

た納期限）後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国

土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請を

した者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他

不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由と

して国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるも

のであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在に

おける当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動

車税の種別割に関する規定（第８７条及び第８８条の規定を除く。）を適

用する。  
３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の

額は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金

額を加算した金額とする。  
第２条 多摩市市税条例の一部を次のように改正する。  

第２４条第１項第２号中「又は寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶養者」に

改める。  
附則第１６条第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条に次の１項を

加える。  
５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車の  

うち、自家用の乗用のものに対する第８２条の規定の適用については、当  
該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車  
両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、  
当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回  
車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、

第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ  
ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  
附則第１６条の２第１項中「第４項」を「第５項」に改める。  

附 則  
（施行期日）  

第１条 この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  
⑴ 第１条中多摩市市税条例第３６条の２中第９項を第１０項とし、第８項
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を第９項とし、第７項を第８項とし、第６項の次に１項を加える改正規定

並びに第３６条の３の２、第３６条の３の３及び第３６条の４第１項の改

正規定並びに附則第２条の規定 令和２年１月１日  
⑵ 第２条中多摩市市税条例第２４条の改正規定及び附則第３条の規定 令

和３年１月１日  
⑶ 第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第５条の規定 令和

３年４月１日  
（市民税に関する経過措置）  

第２条 前条第１号に掲げる規定による改正後の多摩市市税条例（次項及び第

３項において「２年新条例」という。）第３６条の２第７項の規定は、同号

に掲げる規定の施行の日以後に令和２年度以後の年度分の個人の市民税に係

る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場

合及び同日以後に平成３１年度分までの個人の市民税に係る申告書を提出す

る場合については、なお従前の例による。  
２ ２年新条例第３６条の３の２第１項（第３号に係る部分に限る。）の規定

は、前条第１号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき多摩市市税

条例第３６条の２第１項に規定する給与について提出する２年新条例第３６

条の３の２第１項及び第２項に規定する申告書について適用する。  
３ ２年新条例第３６条の３の３第１項の規定は、前条第１号に掲げる規定の

施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律（平成３

１年法律第６号）第１条の規定による改正後の所得税法（昭和４０年法律第

３３号。以下この項において「新所得税法」という。）第２０３条の６第１

項に規定する公的年金等（新所得税法第２０３条の７の規定の適用を受ける

ものを除く。）について提出する２年新条例第３６条の３の３第１項に規定

する申告書について適用する。  
第３条 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の多摩市市税条例第２４

条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定は、令和３年度以後の年度分

の個人の市民税について適用し、令和２年度分までの個人の市民税について

は、なお従前の例による。  
（軽自動車税に関する経過措置）  

第４条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条本文の規定による改正後の

多摩市市税条例（以下「元年新条例」という。）の規定中軽自動車税の環境

性能割に関する部分は、この条例の施行の日以後に取得された３輪以上の軽

自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。  
２ 元年新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和２年度以後
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の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。  
第５条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の多摩市市税条例の規定

は、令和３年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和２

年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。  
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第５８号議案  
多摩市総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定につい

て  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和元年６月１３日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号  
 

多摩市総合福祉センター条例の一部を改正する条例  
 

多摩市総合福祉センター条例（平成８年多摩市条例第２２号）の一部を次の

ように改正する。  
別表を次のように改める。  

別表（第１７条関係）  
１ 施設に係る利用料金の上限額  

区分  

午前（午前９

時から正午ま

で）  

午後（午後１

時から午後５

時まで）  

夜間（午後６

時から午後９

時 30分まで）  

多目的フロア  ３階  1,570円 2,100円 1,840円

501研修室  ５階  330円 430円 380円

502会議室  ５階  280円 380円 330円

視聴覚室  ５階  720円 960円 840円

調理実習室  ５階  610円 820円 720円

創作室１  ６階  300円 400円 350円

創作室２  ６階  300円 400円 350円

集会室  ６階  1,170円 1,570円 1,370円

701研修室  ７階  490円 650円 570円

702研修室  ７階  490円 650円 570円

703研修室  ７階  490円 650円 570円

２ 附帯設備に係る利用料金の上限額 

 午前（午前９  午後（午後１  夜間（午後６  
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区分  

 

時から正午ま

で）  

時から午後５

時まで）  

時から午後９

時 30分まで）  

グランドピアノ  180円 240円 210円

備考  
１ 午前及び午後の区分を利用するとき、午後及び夜間の区分を利用する

とき、又は午前、午後及び夜間の区分を利用するときは、その間引き続

き利用できるものとする。  
２ 利用料金は、市内に在住、在勤又は在学する者が過半数を占める団体

が利用する場合の料金とし、それ以外の団体が利用する場合は規定利用

料金の倍額とする。  
附 則  

（施行期日）  
１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

（経過措置）  
２ この条例による改正後の多摩市総合福祉センター条例の規定は、この条例

の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用する。  
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第５９号議案  
多摩市立地区市民ホール条例の一部を改正する条例の制定につい

て  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和元年６月１３日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号  
 

多摩市立地区市民ホール条例の一部を改正する条例  
 

多摩市立地区市民ホール条例（昭和５４年多摩市条例第１９号）の一部を次

のように改正する。  
別表第２を次のように改める。  

別表第２（第９条関係）  
１ 多摩市立豊ケ丘地区市民ホール  

区 分  
午前９時３０分か

ら午後１時まで  

午後１時から午後

５時まで  

午後５時から午後

９時３０分まで  

第１会議室  ５１０円 ５８０円 ６６０円  

第２会議室  １４０円 １６０円 １９０円  

２ 多摩市立諏訪地区市民ホール  

区 分  
午前９時３０分か

ら午後１時まで  

午後１時から午後

５時まで  

午後５時から午後

９時３０分まで  

第１会議室（１階） ７２０円 ８２０円 ９２０円  

第２会議室（１階） ２１０円 ２４０円 ２７０円  

第１会議室（２階） ４９０円 ５６０円 ６３０円  

第２会議室（２階） １３０円 １５０円 １７０円  

３ 多摩市立東寺方地区市民ホール  

区 分  
午前９時３０分か

ら午後１時まで  

午後１時から午後

５時まで  

午後５時から午後

９時３０分まで  

第１会議室  ５００円 ５７０円 ６４０円  

第２会議室  １５０円 １８０円 ２００円  
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附 則  
（施行期日）  

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。  
（経過措置）  

２ この条例による改正後の多摩市立地区市民ホール条例の規定は、この条例

の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。  
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第６０号議案  
多摩市立コミュニティセンター及び多摩市立コミュニティ会館の

設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和元年６月１３日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号  
 

多摩市立コミュニティセンター及び多摩市立コミュニティ会館の

設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条例  
 

多摩市立コミュニティセンター及び多摩市立コミュニティ会館の設置及び管

理運営に関する条例（平成３年多摩市条例第１７号）の一部を次のように改正

する。  
 別表第２を次のように改める。  
別表第２（第９条、第１０条関係）  

１ コミュニティセンター  

コミュニティセンター等

の区分 

コミュニティルームの

区分 
１時間当たりの単価 

関戸・一ノ宮コミュニテ

ィセンター 

第１会議室 ３１７円 

第２会議室 １８８円 

 
第３会議室 １３３円 

 
第４会議室 ２３４円 

 
第５会議室 １２２円 

 
第６会議室 ６２円 

 
集会室 ２９３円 

桜ケ丘コミュニティセン

ター 

ホール１ ２９０円 

会議室１ １９０円 

会議室２ ９５円 

和室 １２２円 
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調理室 ９５円 

ギャラリー ２０９円 

乞田・貝取コミュニティ

センター 

ホール１ ３１４円 

会議室１ １４１円 

談話室 ５７円 

鶴牧・落合・南野コミュ

ニティセンター 

ホール ３１０円 

会議室 １２２円 

 
調理室 １１７円 

 
工作室 １１２円 

 
音楽室１ １９０円 

 
音楽室２ １３３円 

貝取コミュニティセンタ

ー 

ホール１ ２７３円 

ホール２ １９３円 

工作室 １１７円 

会議室 １３０円 

調理室 １２７円 

音楽室 １７１円 

和室１ ９０円 

和室２ ９０円 

聖ケ丘コミュニティセン

ター 

ホール ３５３円 

プレイルームＡ １３０円 

 

プレイルームＢ １３３円 

会議室１ ７１円 

会議室２ １１２円 

会議室３ １１２円 

 
調理室 １０６円 

 
和室 １４７円 

愛宕コミュニティセンタ

ー 

 

 

会議室１ ６２円 

会議室２ ６２円 

会議室３ ６６円 

和室１ ９０円 

和室２ ９０円 

ホール ３８２円 
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音楽室  １２２円 

調理室  ９０円 

唐木田コミュニティセン

ター 

会議室１  ８１円 

会議室２  ８４円 

会議室３  １１４円 

和室  ８１円 

音楽室  ６８円 

調理室  ７９円 

ギャラリー  １３６円 

ホール  ３１０円 

和田・東寺方コミュニテ

ィセンター  

ホール  ３０６円 

会議室１  ９７円 

 会議室２  ７３円 

 和室１ ４０円 

 和室２  ４０円 

 調理室  ９７円 

 音楽室  １２２円 

２ コミュニティ会館  

コミュニティセンター等

の区分  

コミュニティルームの

区分  
１時間当たりの単価  

三方の森コミュニティ会

館  

会議室１  １０３円  

会議室２  ４２円  

別表第３グランドピアノの項中「６０円」を「５０円」に改める。  

附 則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後の多摩市立コミュニティセンター及び多摩市立コミ

ュニティ会館の設置及び管理運営に関する条例の規定は、この条例の施行の

日以後の使用に係る使用料について適用する。  

49 



 

 50 



第６１号議案  
多摩市消費生活センター条例の一部を改正する条例の制定につい

て  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和元年６月１３日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号  
 

多摩市消費生活センター条例の一部を改正する条例  
 

多摩市消費生活センター条例（平成８年多摩市条例第２１号）の一部を次の

ように改正する。  
別表を次のように改める。  

別表（第１０条関係）  

施設名  
単位使用時間別使用料  

午前  午後  夜間  全日  

科学室  880円 1,180円 1,180円 3,240円

調理室  1,040円 1,390円 1,390円 3,820円

講座室  1,330円 1,760円 1,760円 4,850円

備考  
１ 各単位の使用時間は、午前は午前９時から正午まで、午後は午後１時

から午後５時まで、夜間は午後６時から午後１０時まで、全日は午前９

時から午後１０時までとする。この場合において、午前及び午後又は午

後及び夜間の２単位を使用するときは、その間引き続き使用できるもの

とする。  
２ 使用料は、市内に在住、在勤又は在学する者が過半数を占める使用者

が使用する場合の料金とし、それ以外の使用者が使用する場合は規定使

用料の倍額とする。  
３ 単位使用時間を超えた場合は、超過時間が３０分以上１時間未満のと
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きは使用する単位使用時間の規定使用料の２割相当額、１時間以上２時

間未満のときは５割相当額、２時間以上３時間未満のときは８割相当額

を加算する。  
４ 前項の規定により算定した額に１０円未満の端数が生じた場合は、そ

の端数を切り捨てる。  
附 則  

（施行期日）  
１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

（経過措置）  
２ この条例による改正後の多摩市消費生活センター条例の規定は、この条例

の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。  
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第６２号議案  
多摩市立ＴＡＭＡ女性センター条例の一部を改正する条例の制定

について  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和元年６月１３日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号  
 

多摩市立ＴＡＭＡ女性センター条例の一部を改正する条例  
 

多摩市立ＴＡＭＡ女性センター条例（平成１１年多摩市条例第２号）の一部

を次のように改正する。  
別表を次のように改める。  

別表（第１２条関係）  

施設名  
単位別使用料  

午前  午後  夜間  全日  

ワークショップルーム  610円 820円 820円 2,250円

備考  
１ 各単位の使用時間は、午前は午前９時から正午まで、午後は午後１時

から午後５時まで、夜間は午後６時から午後１０時まで、全日は午前９

時から午後１０時までとする。この場合において、午前及び午後又は午

後及び夜間の２単位を使用するときは、その間引き続き使用できるもの

とする。  
２ 使用料は、市内に在住、在勤又は在学する者が過半数を占める団体が

使用する場合の料金とし、それ以外の団体が使用する場合は規定使用料

の倍額とする。  
３ 単位使用時間を超えた場合は、超過時間が３０分以上１時間未満のと

きは使用する単位使用時間の規定使用料の２割相当額、１時間以上２時

間未満のときは５割相当額、２時間以上３時間未満のときは８割相当額

を加算する。  
４ 前項の規定により算定した額に１０円未満の端数が生じた場合は、そ
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の端数を切り捨てる。  
附 則  

（施行期日）  
１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

（経過措置）  
２ この条例による改正後の多摩市立ＴＡＭＡ女性センター条例の規定は、こ

の条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。  
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第６３号議案  
多摩市営駐輪場条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和元年６月１３日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 

記  
 
多摩市条例第  号  
 

多摩市営駐輪場条例の一部を改正する条例  
 

多摩市営駐輪場条例（平成８年多摩市条例第１８号）の一部を次のように改

正する。  
第８条中「又は３箇月」を「、３箇月又は６箇月」に改める。  
別表第４の１定期利用の部中「１，８００円」を「１，９２０円」に、「８  

００円」を「８５０円」に、「３，２００円」を「３，４１０円」に、「４，  
２００円」を「４，４８０円」に、「５，１００円」を「５，４６０円」に、  
「２，１００円」を「２，２５０円」に、「９，３００円」を「９，９３０円」  
に、「１２，３００円」を「１３，１４０円」に改め、同部に次のように加え  
る。  

自転車（一般）  ６箇月  １０，９２０円  
自転車（学生）   ４，５００円  
原動機付自転車   １９，８６０円  
自動二輪車   ２６，２８０円  

別表第４の２一時利用の部中「１５０円」を「１６０円」に、「２００円」

を「２１０円」に改める。  
附 則  

（施行期日）  
１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

（経過措置）  
２ この条例による改正後の別表第４の規定は、この条例の施行の日（以下「

施行日」という。）以後に許可を受ける利用（施行日の午前３時までの一時

利用（自動精算機により利用料金を納付する場合に限る。以下同じ。）を除

く。）に係る利用料金について適用し、施行日前に許可を受けた利用及び施
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行日の午前３時までの一時利用に係る利用料金については、なお従前の例に

よる。  
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第６４号議案  
多摩市立公園条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和元年６月１３日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 

記  
 
多摩市条例第  号  
 

多摩市立公園条例の一部を改正する条例  
 

多摩市立公園条例（昭和４７年多摩市条例第３５号）の一部を次のように改

正する。  
第２条の８中「第３条第６項」を「第３条第６号」に改める。  
第２条の９中「第３条第７項」を「第３条第７号」に改める。  
第３条第１項ただし書中「までの」を「までに掲げる」に改め、同条第４項

中「第２項に」を「第２項の規定による許可事項の変更の許可について」に改

める。  
第９条第３項中「市立公園の使用」を「市立公園内での行為」に改め、「又

は」の次に「使用の」を加える。  
第２１条中「もの」の次に「（以下「指定管理者」という。）」を加える。  
第２１条の次に次の２条を加える。  
（指定管理者が行う業務）  

第２１条の２ 市長は、別に定めるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者

に行わせることができる。  
⑴ 市立公園の維持管理及び修繕に関する業務  
⑵ 第３条第１項第１号から第７号までに掲げる行為の許可に関する業務  
⑶ 第４条の規定による市立公園の使用の制限に関する業務  
⑷ 次条第１項に規定する利用料金の徴収、減免及び返還に関する業務  
⑸ 前各号に掲げるもののほか、市立公園の管理に関する業務のうち市長が

特に必要と認める業務  
２ 第３条及び第４条の規定は、前項の規定により指定管理者が同項第２号の

行為の許可及び同項第３号の市立公園の使用の制限を行う場合について準用

する。この場合において、第３条第１項ただし書、第２項、第３項及び第５
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項並びに第４条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとす

る。  
（利用料金）  

第２１条の３ 第９条第１項の規定にかかわらず、前条第１項の規定による同

項第２号の許可を受けた者は、当該許可に係る料金（以下「利用料金」とい

う。）を指定管理者に支払わなければならない。  
２ 利用料金は、別表第４に定める額の範囲内において、指定管理者があらか

じめ市長の承認を得て定めるものとする。  
３ 利用料金は、市立公園内での行為の許可をする際に徴収し、指定管理者の

収入とする。  
４ 第１０条、第１１条及び別表第４の規定は、指定管理者が利用料金を徴収  

する場合について準用する。この場合において、第１０条及び第１１条中「  
占用料、使用料」とあり、及び「占用料又は使用料」とあるのは「利用料金」

と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第１１条中「占用又は使用」と  
あるのは「市立公園内での行為」と、別表第４中「使用料」とあるのは「利  
用料金の上限額」と読み替えるものとする。  

 第２２条第１号中「第３条第１項ただし書」の次に「（第２１条の２第２項

において準用する場合を含む。）」を加え、「同条第２項」を「第３条第２項

（第２１条の２第２項において準用する場合を含む。）」に改める。  
 第２３条中「使用料又は占用料」を「使用料、占用料又は利用料金」に改め

る。  
 別表第３多摩東公園の項中「陸上競技場」を「陸上競技場・駐車場」に改め

る。  
 別表第４中「第９条」の次に「、第２１条の３」を加える。  

別表第５みどりの家の部壱の土間の款市内の者の項中「７２０円」を「７３

０円」に改め、同款市外の者の項中「１，４４０円」を「１，４６０円」に改

め、同部弐の土間の款市内の者の項中「２８０円」を「２４０円」に改め、同

款市外の者の項中「５６０円」を「４８０円」に改め、同表農家風休憩施設の

部奥の間等の款市内の者の項中「２００円」を「１７０円」に改め、同款市外

の者の項中「４００円」を「３４０円」に改める。  
附 則  

（施行期日）  
１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

（経過措置）  
２ この条例による改正後の第２１条の２第１項の規定により指定管理者が同
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項第２号の許可を行う場合において、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）前に市長が行った施行日以後の多摩市立公園条例第３条第１項第

１号から第７号までに掲げる行為に係る許可は、指定管理者が行った許可と

みなす。  
３ この条例による改正後の別表第５の規定は、施行日以後の使用に係る使用

料について適用する。  
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第６５号議案  
多摩市立多摩中央公園内駐車場の管理運営に関する条例の一部を

改正する条例の制定について  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和元年６月１３日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号  
 

多摩市立多摩中央公園内駐車場の管理運営に関する条例の一部を

改正する条例  
 

多摩市立多摩中央公園内駐車場の管理運営に関する条例（平成６年多摩市条

例第２０号）の一部を次のように改正する。  
題名及び第１条中「多摩中央公園」を「公園」に改める。  
第１条の次に次の１条を加える。  
（名称及び位置）  

第１条の２ 公園内駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。  
名  称  位  置  

多摩市立多摩中央公園内駐車場  多摩市落合二丁目３５番地内  

多摩市立多摩東公園内駐車場  多摩市諏訪四丁目９番地内  

 第２条第２項を次のように改める。  
２ 指定管理者は、その管理する公園内駐車場の公園施設の利用者の駐車需要

に応ずるよう、公園内駐車場の適切な管理運営に努めるとともに、多摩市立

多摩中央公園内駐車場の管理にあっては多摩センター駅周辺に設置された駐

車場と一体的な利用が図られるよう努めなければならない。  
第３条第１号中「長さが５メートル以下、幅２メートル以下、高さ２．１メ

ートル以下及び総重量が２，０００キログラム以下のもの」を「別表に掲げる

公園内駐車場の区分に応じ同表の普通自動車の寸法等の欄に定めるもの」に改

める。  
第４条の見出しを「（利用時間）」に改め、同条第１項に次のただし書を加

える。  
ただし、多摩市立多摩中央公園内駐車場において自動車を入庫し、又は出
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庫することができる時間は、午前８時３０分から午後１０時までとする。  
 第４条第２項を削り、同条第３項中「前２項」を「前項」に改め、同項を同

条第２項とする。  
 第５条を次のように改める。  
 （休場日）  
第５条 指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認

を得て、公園内駐車場の休場日を設けることができる。  
 第７条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。  
３ 利用料金は、指定管理者の収入とする。  
 第９条第１項及び第２項中「第７条に規定する」を削る。  

第１１条第２号、第１２条第２号及び第１３条中「き損し」を「毀損し」に

改める。  
別表を次のように改める。  

別表（第３条、第７条関係）  
公園内駐車場

の区分  
普通自動車の寸法等 単位 金額 

多摩市立多摩

中央公園内駐

車場 

長さ５メートル以下、幅２メ

ートル以下、高さ２.１メート

ル以下及び総重量２,０００キ

ログラム以下のもの 

最初の１時間まで ２４０円 

１時間を超え、以後

３０分までごとに 

１２０円 

多摩市立多摩

東公園内駐車

場 

長さ５メートル以下、幅２メ

ートル以下及び総重量２,００

０キログラム以下のもの 

最初の１時間まで 無料 

１時間を超え、以後

１時間までごとに 

１００円 

附 則  
この条例は、令和２年４月１日から施行する。  
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第６６号議案  
多摩市下水道条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和元年６月１３日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 

記  
 
多摩市条例第  号  
 

多摩市下水道条例の一部を改正する条例  
 

多摩市下水道条例（昭和５９年多摩市条例第２１号）の一部を次のように改

正する。  
附則第４項の前の見出しを「（平成２６年の消費税等の税率引上げに伴う特

例措置）」に改め、同項中「平成２４年法律第６８号」の次に「。以下「消費

税法改正法」という。」を、「平成２４年法律第６９号」の次に「。以下「地

方税法等改正法」という。」を加え、附則第６項を附則第８項とし、附則第５

項の次に次の見出し及び２項を加える。  
（令和元年の消費税等の税率引上げに伴う特例措置）  

６ 第１９条第２項の使用料の算定に当たって、消費税法改正法第３条による

改正後の消費税法第２９条に規定する消費税の税率及び地方税法等改正法第

２条による改正後の地方税法第７２条の８３に規定する地方消費税の税率に

ついては、令和元年１１月１日後の汚水の排出に係る同年１２月分の使用料

から適用し、同日以前の汚水の排出に係る使用料又は同年１１月分として算

定する使用料については、なお従前の例による。  
７ 前項の場合において、令和元年１１月の定例日（以下「１１月定例日」と

いう。）以前から１１月定例日後に引き続く下水道使用者について、第１９

条第２項の規定により１１月定例日後最初に算定する使用料は、対象期間の

汚水排出量を日々均等に排出したものとみなして算定する。  
附 則  

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  
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第６７号議案  
多摩市立総合体育館条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和元年６月１３日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 

記  
 
多摩市条例第  号  
 

多摩市立総合体育館条例の一部を改正する条例  
 

多摩市立総合体育館条例（昭和５８年多摩市条例第１８号）の一部を次のよ

うに改正する。  
第２条の２中「施設の」を「体育館の」に改め、同条第２号中「施設及び」

を「施設、駐車場及び」に改める。  
第５条第３項ただし書中「ただし、」の次に「駐車場利用料金及び」を加え、

「定めた」を「定める」に改める。  
別表を次のように改める。  

別表（第５条関係）  
施設に係る利用料金の上限額  

種別 

貸切り利用 個人利用 

午前 午後１ 午後２ 夜間 全日 大人１回 子ども

（小・中

学生）１

回 

午前９時

～午前11

時45分 

午後０時

30分～午

後３時15

分 

午後３時

30分～午

後６時15

分 

午後６時

30分～午

後９時15

分 

午前９時

～午後９

時15分 

第１ホー

ル 

 

 

 

 

 

全面利用 7,330円 7,330円 7,330円 9,420円 31,410円 210円 

 

 

 

 

 

 

100円

３分の２

利用 

4,890円 4,890円 4,890円 6,280円 20,950円

２分の１

利用 

3,670円 3,670円 3,670円 4,710円 15,720円

３分の１

利用 

2,450円 2,450円 2,450円 

 

3,140円 10,490円
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第２ホー 全面利用 3,670円 3,670円 3,670円 4,710円 15,720円 210円 100円

ル  ２分の１

利用 

1,840円 1,840円 1,840円 2,360円 7,880円

第３ホール 210円 100円

第４ホール 210円 100円

第５ホール 1,770円 1,770円 1,770円 2,300円 7,610円 210円 100円

第６ホール 1,770円 1,770円 1,770円 2,300円 7,610円 210円 100円

第一会議 

室 

会議で利 

用 

730円 730円 730円 

 

930円 3,120円 

 

 

会議以外

で利用 

1,030円 1,030円 1,030円 1,350円 4,440円

 

第二会議

室 

会議で利

用 

520円 520円 520円 620円 2,180円 

会議以外

で利用 

730円 730円 730円 930円 3,120円

駐車場に係る利用料金の上限額 

単位  利用料金  

最初の１時間まで  無料

１時間を超え、以後１時間までごとに １００円

附帯設備等に係る利用料金の上限額（団体のみ貸出し） 

種別 利用料金 

放送用具 １回 １,５６０円

備考  
１ 市外の者（市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者をいう。

以下同じ。）が施設の個人利用をする場合の利用料金は、規定利用料金

の倍額とする。  
２ 市外の者が過半数を占める団体が施設又は附帯設備等の貸切り利用を

する場合の利用料金は、規定利用料金の倍額とする。  
３ 利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合の施設の利用

料金は、最高入場料に１００を乗じて得た額に、規定利用料金を加えた

額とする。  
４ 個人利用における「１回」とは、貸切り利用の場合における午前、午

後１、午後２又は夜間の区分を１単位とする。  
５ 駐車場を利用する者は、市長が定める時間を超えて利用することがで
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きない。  
附 則  

（施行期日）  
１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

（経過措置）  
２ この条例による改正後の多摩市立総合体育館条例の規定は、この条例の施

行の日以後の施設等の利用及び当該利用に係る利用料金について適用する。  
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第６８号議案  
多摩市立武道館及び多摩市立陸上競技場の管理運営に関する条例

の一部を改正する条例の制定について  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和元年６月１３日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号  
 

多摩市立武道館及び多摩市立陸上競技場の管理運営に関する条例

の一部を改正する条例  
 

多摩市立武道館及び多摩市立陸上競技場の管理運営に関する条例（昭和６１

年多摩市条例第１８号）の一部を次のように改正する。  
第２条から第４条までを次のように改める。  
（管理運営）  

第２条 武道館等は、市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興及び

普及を図ることを目的として管理され、及び運営されなければならない。  
（指定管理者による管理運営）  

第３条 多摩市長（以下「市長」という。）は、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって

市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に、武道館等の管理運

営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせるものとする。  
⑴ 前条に規定する管理運営に必要な事業等に関する業務  
⑵ 武道館等の施設並びに附帯する放送設備、競技用備品及び運営設備備品

（以下「施設等」という。）の利用の承認及び制限に関する業務  
⑶ 施設等の維持管理に関する業務  
⑷ 第６条第１項に規定する利用料金の徴収に関する業務  
⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務  
（利用の承認）  

第４条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受け

なければならない。  
２ 指定管理者は、利用の承認に当たり、管理上必要な条件を付けることがで
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きる。  
３ 指定管理者は、第１項の承認に関し、不当な差別的取扱いを行ってはなら

ない。  
第５条の見出し中「使用」を「利用」に改め、同条中「市長は」を「指定管

理者は」に、「武道館等の施設又はその附帯設備等」を「施設等」に、「使用

を承認しない」を「利用を承認しないものとする」に改め、同条第１号中「武

道館等の施設又は附帯設備等」を「施設等」に改め、同条第４号中「その他市

長」を「前３号に掲げるもののほか、指定管理者」に改める。  
第６条から第８条までを次のように改める。  
（利用料金）  

第６条 施設等を利用しようとする者は、施設等の利用に係る料金（以下「利

用料金」という。）をあらかじめ納入しなければならない。  
２ 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認

を得て、定めるものとする。  
３ 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めるものに

ついては、この限りでない。  
４ 利用料金は、指定管理者の収入とする。  

（利用料金の減免）  
第７条 指定管理者は、規則で定める事由に該当するときは、利用料金を減額

し、又は免除しなければならない。  
２ 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認

を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。  
 （利用料金の返還）  
第８条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、規則で定め

る事由に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。  
２ 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項本文の規定にかか

わらず、あらかじめ市長の承認を得て、既納の利用料金の全部又は一部を返

還することができる。  
第９条の見出し中「使用権」を「利用権」に改め、同条中「使用者」を「利

用者」に、「使用の」を「利用の」に改める。  
第１０条中「使用者」を「利用者」に、「武道館等の施設及び附帯設備等」

を「施設等」に改め、同条ただし書中「市長」を「指定管理者」に改める。  
第１１条中「市長は」を「指定管理者は」に、「使用を」を「利用を」に改

め、同条第１号中「使用者」を「利用者」に改め、同条第２号中「使用者」を

「利用者」に、「使用の」を「利用の」に改め、同条第４号を次のように改め
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る。  
 ⑷ 災害、事故その他のやむを得ない事由により利用ができなくなったとき。  
 第１１条に次の１号を加える。  
 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が施設等の利用を不適当と認め

るとき。  
第１１条に次の１項を加える。  

２ 前項の規定により利用者が施設等の利用を制限され、若しくは停止され、

又は承認を取り消されたことにより生じた利用者の損害については、指定管

理者はその責を負わない。  
第１２条中「使用者」を「利用者」に、「武道館等の施設及び附帯設備等」

を「施設等」に、「使用を」を「利用を」に改める。  
第１３条中「使用者」を「利用者」に、「武道館等の施設及び附帯設備等」

を「施設等」に、「使用に」を「利用に」に改め、同条に次のただし書を加え

る。  
 ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。  
第１４条を次のように改める。  

 （市長による管理）  
第１４条 市長は、指定管理者の指定を取り消したときその他指定管理者によ  

る管理をすることができないと認めるときは、この条例の規定にかかわらず、

必要な限度において、自ら武道館等の管理の業務の全部又は一部を行うこと  
ができる。  

２ 前項の場合における利用料金の徴収にあっては、市長は、これを使用料と

して徴収することができる。  
３ 前２項の管理の業務及び使用料については、市長はその自ら管理する業務

の範囲及び期間並びに使用料の額をあらかじめ規則で定める方法により周知

しなければならない。  
別表を次のように改める。  

別表（第６条関係）  

（武道館） 

施設に係る利用料金の上限額 

 

 

種別 

 

貸切り利用 個人利用 

午前 午後１ 午後２ 夜間 全日 大人１回 

 

 

子ども（

小・中学

生）１回 

午前９時

～午前11

午後０時

30分～午

午後３時

30分～午

午後６時

30分～午

午前９時

～午後９
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時45分 後３時15

分 

後６時15

分 

後９時15

分 

時15分  

 

 

  

武道場 全面利

用 

5,230円 5,230円 5,230円 6,800円 22,490円 210円 100円

２分の

１利用 

2,620円 2,620円 2,620円 3,400円 11,260円

会議室 520円 520円 520円 730円 2,290円

師範室 240円 240円 240円 330円 1,050円

放送設備に係る利用料金の上限額  

種別 

貸切り利用 

午前 午後１ 午後２ 夜間 全日 

午前９時～午

前11時45分 

午後０時30分

～午後３時15

分 

午後３時30分

～午後６時15

分 

午後６時30分

～午後９時15

分 

午前９時～午

後９時15分 

放送設備 1,030円 1,030円 1,030円 1,030円 4,120円 

（陸上競技場）  

施設に係る利用料金の上限額 

種別 

貸切り利用 個人利用 

午前 午後 全日 大人１回 子ども（小・

中学生）１回 午前９時～正

午 

午後１時～午

後５時 

午前９時～午

後５時 

競技場 8,370円 12,560円 20,930円 210円 100円 

会議室 520円 730円 1,250円  

記録室 520円 730円 1,250円  

審判控室 330円 460円 790円  

備品に係る利用料金の上限額  

種別 
午前 午後 全日 

午前９時～正午 午後１時～午後５時 午前９時～午後５時 

競技用備品 1,030円 1,030円 2,060円

運営設備備品 1,030円 1,030円 2,060円

備考  

１ 市外の者（市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者をいう。

以下同じ。）が個人利用をする場合の利用料金は、規定利用料金の倍額

とする。 
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２ 市外の者が過半数を占める団体が貸切り利用をする場合の利用料金は、

規定利用料金の倍額とする。 

３ 夏季期間（６月１日～９月３０日）に陸上競技場（審判控室を除く。）

を利用する場合については、指定管理者が認める時間の範囲内において、

この表に規定する利用時間以外の時間について利用することができる。 

この場合の陸上競技場の貸切り利用の利用料金は、１時間当たり２，６ 

１０円、会議室及び記録室については１時間当たり２１０円とする。 

４ 利用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合の利用料金

は、最高入場料に１００を乗じて得た額に、規定利用料金を加えた額と

する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の多摩市立武道館及び多摩市立陸上競技場の管理運

営に関する条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後の利用に係る利用料金について適用する。 

３ この条例による改正前の第４条の規定により市長が行った武道館等の施設

又は附帯設備等の施行日以後の使用に係る承認は、この条例による改正後の

第４条第１項の規定により指定管理者が行った施設等の利用に係る承認とみ

なす。 
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第６９号議案  
多摩市立温水プール条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和元年６月１３日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 

記  
 
多摩市条例第  号  
 

多摩市立温水プール条例の一部を改正する条例  
 

多摩市立温水プール条例（平成１２年多摩市条例第３０号）の一部を次のよ

うに改正する。  
別表を次のように改める。  

別表（第７条関係）  

１ 施設に係る利用料金の上限額 

⑴ 個人利用の場合 

ア 当日利用 

施設の種別 期間 利用単位 
金額 

備考 
大人 子ども シニア 

プール 夏期 ２時間 620円 310円 310円 超過時間の利用料金 

１時間（超過時間に１

時間に満たない端数が

ある場合は、これを１

時間とする。）につき

大人310円、子ども150

円、シニア150円 

夏期以外

の期間 

１回 620円 310円 310円  

トレーニング

ルーム  

 １回  310円 150円  

ミニスポーツ

ホール  

 １回  290円 140円 140円  
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備考  

１ 「夏期」とは、次に掲げる期間をいう。 

⑴ ７月２１日から８月３１日までの日 

⑵ ６月、７月及び９月の日曜日及び休日（前号に掲げる日を除く。） 

２ 夏期の期間においても、プールの利用状況により超過時間の利用料金

を徴収しないことができる。 

３ 利用単位「１回」とは、入場から退場までとする。ただし、ミニスポ

ーツホールを除く。 

４ ミニスポーツホールにおける利用単位「１回」とは、⑵団体利用の場

合の午前、午後又は夜間の区分を１単位とする。 

５ この別表において、「子ども」とは小学生及び中学生をいい、「シニ

ア」とは６０歳以上の者をいい、「大人」とは子ども、シニア及び小学

校入学前の者以外のものをいう。 

イ 年間利用 

施設の種別 区分 利用単位 
金額 

大人 子ども シニア 

プール 市民 １年間 18,790円 9,390円 9,390円

市民以外の者 37,570円 18,790円 18,790円

トレーニング

ルーム 

市民 １年間 9,500円 4,750円

市民以外の者 19,010円 9,500円

備考 「市民」とは、多摩市内に在住し、在勤し、又は在学している者をい

う。  

ウ 回数利用 

種別 金額 利用施設の範囲 備考 

大人用（620円

単位50券片） 

24,800円 プール ア当日利用の大人に限り使

用が可能。ただし、超過時

間利用料金の支払には使用

できない。 

大人用（１枚） 

 

 

 

6,200円

 

プール 

トレーニングルーム 

ミニスポーツホール 

 

１枚につき、ア当日利用の

大人に係る利用料金の総額

が6 , 8 2 0円に至るまでの利

用が可能 

子ども・シニア

用（１枚） 

3,100円 プール 

トレーニングルーム 

１枚につき、ア当日利用の

子ども及びシニアに係る利 
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  （シニアに限る。）

ミニスポーツホール 

用料金の総額が3 , 4 1 0円に

至るまでの利用が可能 

備考 大人用（６２０円単位５０券片）に係るものは、事業を営む法人その

他の団体及び個人事業者がその構成員の福利厚生を目的として購入する場

合に限り、発行できるものとする。  

⑵ 団体利用の場合 

施設の種別 利用単位 金額 

プール １コース 25メートル利用 ２時間 3,130円  

可動床利用 ２時間 18,790円  

ミニスポーツ

ホール 

午前（午前10時～正午） 2,150円  

午後（午後１時～午後５時） 3,020円  

夜間（午後５時45分～閉館時間15分前） 4,030円  

全日（午前10時～閉館時間15分前） 9,200円  

備考  

１ 「団体利用」とは、１０人以上の者で構成される団体が施設を専用し

て利用することをいう。 

２ プールについては、７月及び８月を除く月曜日から金曜日（市長が認

める場合は土曜日）まで（これらの日のうち休日に当たる日を除く。）

の間において利用できるものとする。 

３ 利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合の利用料金は、

最高額の入場料その他これに類する料金に１００を乗じて得た額に、規 

定利用料金を加えた額とする。 

２ 駐車場に係る利用料金の上限額 

⑴ 当日利用 

名称 利用単位 金額 備考 

温水プール

駐車場 

４時間 300円 超過時間の利用料金 １時間（超過時間

に１時間に満たない端数がある場合は、

これを１時間とする。）につき100円 

備考 駐車場を利用する者は、市長が定める時間を超えて利用することがで

きない。  

⑵ 回数利用 

種別 金額 備考 

1,500円券 1,500円 １枚につき、⑴当日利用に係る利用料金の総額

が、1,800円に至るまでの利用が可能 
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3,000円券 

 

3,000円

 

１枚につき、⑴当日利用に係る利用料金の総額 

が、3,900円に至るまでの利用が可能 

6,000円券 6,000円 １枚につき、⑴当日利用に係る利用料金の総額

が、8,400円に至るまでの利用が可能 

３ 附帯設備等に係る利用料金の上限額  

名称 利用単位 金額 

放送設備 １回 1,030円

視聴覚器材 １回 1,030円

水中サウンドシステム １回 1,030円

スタートシステム １回 1,030円

レンタルロッカー １月間 520円

備考 利用単位の「１回」とは、１施設に係る利用料金の上限額⑵団体利用

の場合の利用単位を１単位とする。  

附 則  
（施行期日）  

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。  
（経過措置）  

２ この条例による改正後の多摩市立温水プール条例の規定は、この条例の施

行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に係る利用料金について適用

する。  
３ 施行日前に支払われた利用料金（施設の個人利用の場合における年間利用

に係るもの及び回数利用の大人用（６１０円単位５０券片）に係るもの並び

にレンタルロッカーの利用に係るものに限る。）のうち、施行日以後の利用

に係るものについては、改正後の別表の規定により指定管理者が定めた利用

料金とみなす。  
４ 施行日前に支払われた利用料金（施設の個人利用の場合における回数利用

の大人用（１枚）及び子ども・シニア用（１枚）に係るものに限る。）に係

る施行日以後の利用については、改正後の別表の規定により指定管理者が当

日利用の大人、子ども又はシニアに係る利用料金として定める額が改正前の

別表の規定により指定管理者が同表ウ回数利用の大人用（１枚）又は子ども

・シニア用（１枚）の項備考欄に定める金額として定めた額に至るまで利用

することができる。  
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第７０号議案  
多摩市体育施設の管理運営に関する条例の一部を改正する条例の

制定について  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和元年６月１３日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号  
 

多摩市体育施設の管理運営に関する条例の一部を改正する条例  
 

多摩市体育施設の管理運営に関する条例（昭和６２年多摩市条例第１７号）

の一部を次のように改正する。  
別表第２を次のように改める。  

別表第２（第７条関係） 

１ 体育施設に係る利用料金の上限額 

種別 名称 単位 
利用料金 

子ども 大人 

野球場 一本杉公園野球場 ２時間以内

１面につき 

４,１８０円 ８,３７０円 

関戸公園野球場 

諏訪南公園野球場 

諏訪北公園野球場 

貝取南公園野球場 

２時間以内

１面につき 

１,０４０円 ２,０８０円 

庭球場 

 

 

 

 

 

 

 

一本杉公園庭球場 

永山南公園庭球場 

諏訪北公園庭球場 

貝取北公園庭球場 

愛宕東公園庭球場 

連光寺公園庭球場 

多摩東公園庭球場 

奈良原公園庭球場 

２時間以内

１面につき 

 

 

 

 

 

 

―

 

１,０３０円 
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 一ノ宮公園庭球場 ２時間以内

１面につき 

― ７３０円 

球技場 諏訪南公園球技場 

貝取南公園球技場 

宝野公園球技場 

和田公園球技場 

２時間以内

１面につき 

１,０４０円 ２,０８０円 

一ノ宮公園球技場 ２時間以内

１面につき 

３６０円 ７３０円 

キャンプ 

練習場 

大谷戸公園キャン 

プ練習場 

宿泊１人に 

つき 

２６０円 ５２０円 

 

  日帰り１人

につき 

１００円 ２１０円 

２ 附帯設備に係る利用料金の上限額 

種別 利用する附帯設備 単位 
利用料金 

子ども 大人 

野球場 夜間照明施設 １時間以内 ８,３７０円 ８,３７０円 

放送設備 １試合 ５１０円 １,０３０円 

スコアボード １試合 ５１０円 １,０３０円 

庭球場 夜間照明施設 １時間以内 ― ５２０円  

備考 

１ 子どもとは、中学生以下の者が過半数を占める団体を、大人とは、そ

れ以外の団体をいう。 

２ 市外の者（市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者をいう。

以下同じ。）が過半数を占める団体が利用する場合の利用料金は、規定

利用料金の倍額とする。 

３ 庭球場については、個人による利用ができる。その場合の利用料金は、

規定利用料金と同額とする。 

４ 市外の者が個人による利用をする場合の利用料金は、規定利用料金の

倍額とする。 

５ 一本杉公園野球場の利用者が、入場料その他これに類する対価を徴収

する場合は、規定利用料金に次の表に定める額を加えた額をその利用料

金とする。 

区分 金額 

職業野球 ２０万円
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社会人野球 １０万円

学生野球 ４万円

６ 日照その他特別な事由により１時間を単位とする体育施設の利用を認

める場合は、この表に定める２時間以内を単位とする利用料金の半額（

その額に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）をその

利用料金とする。 

附 則  
（施行期日）  

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。  
 （経過措置）  
２ この条例による改正後の多摩市体育施設の管理運営に関する条例の規定は、

この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用する。  
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第７１号議案  
多摩市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例の制定について  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和元年６月１３日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号  
 

多摩市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例  
 

多摩市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成２

６年多摩市条例第４３号）の一部を次のように改正する。  
 第１０条第３項中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市の長」を加える。  
附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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第７２号議案  
社会福祉法人の保育所に対する補助金の交付に関する条例の一部

を改正する条例の制定について  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和元年６月１３日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号  
 

社会福祉法人の保育所に対する補助金の交付に関する条例の一部

を改正する条例  
 

社会福祉法人の保育所に対する補助金の交付に関する条例（昭和４６年多摩

市条例第１１号）の一部を次のように改正する。  
附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則

に次の１項を加える。  
（特例措置）  

２ 市長は、令和元年度及び令和２年度において賃貸物件により保育所を設置

する者に対して、予算の定める範囲内において、次の表に定めるところによ

り、補助金を交付することができる。  
事業名  補助の種類  補助限度額  

民間保育

所補助事

業  

賃貸物件保育所

整備費等補助金

（改修費）  

賃貸物件を活用した保育所整備事業として

市長が認めるものの改修費について、保育対

策総合支援事業費国庫補助金の交付に係る国

の定める基準及び待機児童解消区市町村支援

事業補助金の交付に係る東京都の定める基準

により算出した当該費用に対して国、東京都

及び市が負担する額を合計した額  
 賃貸物件保育所

整備費等補助金

（開設前賃借料

及び礼金）  

賃貸物件を活用した保育所整備事業として

市長が認めるものの開設前賃借料及び礼金に

ついて、賃貸物件による保育所の開設準備経

費補助金の交付に係る東京都の定める基準に  
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  より算出した当該費用に対して東京都及び市

が負担する額を合計した額  
附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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第７３号議案  
多摩市立八ケ岳少年自然の家条例の一部を改正する条例の制定に

ついて  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和元年６月１３日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号  
 

多摩市立八ケ岳少年自然の家条例の一部を改正する条例  
 

多摩市立八ケ岳少年自然の家条例（平成１５年多摩市条例第３０号）の一部

を次のように改正する。  
別表⑴宿泊利用料金の上限額の部中「６００円」を「６１０円」に、「１，  

２００円」を「１，２２０円」に、「２，４００円」を「２，４４０円」に改  
め、同表⑵附帯施設利用料金の上限額の部中「１，０００円」を「１，０４０  
円」に、「２，０００円」を「２，０８０円」に、「２００円」を「２１０円」

に、「４，０００円」を「４，１６０円」に、「４００円」を「４２０円」に  
改める。  

附 則  
（施行期日）  

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。  
（経過措置）  

２ この条例による改正後の多摩市立八ケ岳少年自然の家条例の規定は、この

条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に係る利用料金につ

いて適用し、施行日の前日から施行日にかけて多摩市立八ケ岳少年自然の家

に宿泊する者の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。  
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第７４号議案  
旧多摩聖蹟記念館に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和元年６月１３日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号  
 

旧多摩聖蹟記念館に関する条例の一部を改正する条例  
 

旧多摩聖蹟記念館に関する条例（昭和６２年多摩市条例第９号）の一部を次

のように改正する。  
別表中「１，３５０円」を「１，３７０円」に、「２，７００円」を「２，

７４０円」に、「５，４００円」を「５，４８０円」に改める。  
附 則  

（施行期日）  
１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

（経過措置）  
２ この条例による改正後の旧多摩聖蹟記念館に関する条例の規定は、この条

例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。 
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第７５号議案  
多摩市古民家の管理運営に関する条例の一部を改正する条例の制

定について  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和元年６月１３日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号  
 

多摩市古民家の管理運営に関する条例の一部を改正する条例  
 

多摩市古民家の管理運営に関する条例（平成１７年多摩市条例第５９号）の

一部を次のように改正する。  
別表第３旧富澤家奥の間等の項を次のように改める。  

旧富澤家

奥の間等 

⑴ 12月29日から翌年

１月３日まで 

午前９時30分

から午後４時

30分まで 

午前９時30分

から午後６時

まで 

１時間

当たり 

730円 1,460円

⑵ ４月29日から５月

５日まで 

⑶ 毎週水曜日。ただ

し、この日が国民の

祝日に関する法律に

規定する休日に当た

るときは、その翌日 

⑷ 施設点検日 

別表第３旧加藤家奥・座敷等の項中「７００円」を「７１０円」に、「１，

４００円」を「１，４２０円」に改める。  
附 則  

（施行期日）  
１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

（経過措置）  
２ この条例による改正後の多摩市古民家の管理運営に関する条例の規定は、

この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。  
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第７６号議案  
多摩市公民館条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和元年６月１３日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 

記  
 
多摩市条例第  号  
 

多摩市公民館条例の一部を改正する条例 

 

多摩市公民館条例（平成８年多摩市条例第２５号）の一部を次のように改正

する。 

別表を次のように改める。 

別表（第８条関係） 

１ 施設 

公民館の名称 施設名 
単位別使用料 

午前 午後 夜間 全日 

多摩市立永山

公民館 

多目的

ホール 

平日 6,560円 8,750円 8,750円 24,060円

土曜日 

日曜日 

休日 

9,120円 12,160円 12,160円 33,440円

集会室  1,360円 1,820円 1,820円 5,000円

視聴覚室  1,190円 1,590円 1,590円 4,370円

第１音楽室  1,080円 1,440円 1,440円 3,960円

第２音楽室  270円 370円 370円 1,010円

学習室  470円 630円 630円 1,730円

創作室  720円 960円 960円 2,640円

和室  420円 560円 560円 1,540円

第１保育室  880円 1,180円 1,180円 3,240円

第２保育室  880円 1,180円 1,180円 3,240円

窯室  200円 270円 270円 740円

ギャラリー  ― ― ― 5,090円

多摩市立関戸

公民館 

多目的

ホール 

平日 7,160円 9,550円 9,550円 26,260円

土曜日 

日曜日 

休日 

9,950円 13,270円 13,270円 36,490円

第１学習室 970円 1,300円 1,300円 3,570円
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第２学習室 970円 1,300円 1,300円 3,570円

第３学習室 910円 1,210円 1,210円 3,330円

創作室 1,000円 1,340円 1,340円 3,680円

和室１ 330円 440円 440円 1,210円

和室２ 160円 220円 220円 600円

保育室 700円 940円 940円 2,580円

茶室 620円 830円 830円 2,280円

スタジオ 1,060円 1,420円 1,420円 3,900円

ギャラリー ― ― ― 5,090円

２ 備品 

備品名 
単位別使用料（１台） 

午前 午後 夜間 全日 

アップライトピアノ 750円 1,000円 1,000円 2,750円

グランドピアノ 870円 1,160円 1,160円 3,190円

備考 

１ 休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第

３条に規定する休日をいう。 

２ 各単位の使用時間は、午前は午前９時から正午まで、午後は午後１時

から午後５時まで、夜間は午後６時から午後１０時まで、全日は午前９

時から午後１０時までとする。この場合において、午前及び午後又は午

後及び夜間の２単位を使用するときは、その間引き続き使用できるもの

とする。 

３ 施設の使用料及び備品の使用料は、市内に在住、在勤又は在学する者

が過半数を占める使用者が使用する場合の料金とし、それ以外の使用者

が使用する場合は規定使用料の倍額とする。 

４ 使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合の施設の使

用料は、使用する単位使用時間の規定使用料にその５割相当額を加算し

た額とする。ただし、入場料その他これに類する料金が５，０００円以

下の場合は、この限りでない。 

５ 単位使用時間を超えた場合は、超過時間が３０分以上１時間未満のと

きは使用する単位使用時間の規定使用料の２割相当額、１時間以上２時

間未満のときは５割相当額、２時間以上３時間未満のときは８割相当額

を加算する。 

６ 使用者が演出関連設備等を使用しないで多目的ホールを使用しようと

する場合において、使用日の３週間前の日以後に使用の承認を受けよう

とするときの使用料は、規定使用料の半額とする。 

７ 前３項の規定により算出した額に１０円未満の端数が生じた場合は、
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その端数を切り捨てる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の多摩市公民館条例の規定は、この条例の施行の日

以後の使用に係る使用料について適用する。 
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